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平成 23年度の事業報告書 
 

平成 23年	 4月	 1日から平成 24年	 3月 31日まで 
 

特定非営利活動法人	 日本市民スポーツ海外交流協会 
 
１	 事業の成果	 

	 ・国内では、昨年度に続き「国際交流駅伝」および「市民ランナー交流セミナー」を実施する

ことができ、多くの市民ランナーに交流の機会を提供することができた。	 

	 ・海外では、継続事業として「メルボルンマラソン日本事務局」を担当し、メルボルンマラソ

ンへ選手派遣を実施することで、国内外のスポーツマンとの交流の輪を広めることができた。	 

	 ・「アラフラゲームズ日本事務局」としての２０１１アラフラゲームズへの選手派遣は、東日本

大震災の影響もあり断念せざるを得なかったが、次大会の会議への参画により準備を進めた。	 

	 	 

２	 事業の実施に関する事項	 

(1)	 特定非営利活動に係る事業	 

事	 業	 名	 

(定款に記載

した事業)	 

具体的な事業内容	 

(A)当該事業の	 

実施日時	 

(B)当該事業の	 

実施場所	 

(C)従事者の人数	 

(D)受益対象	 

者の範囲	 

(E)人数	 

収支計算書

の事業費の

金額（単位：

千円）	 

・「２０１２国際交流駅伝	 

in	 Tokyo」を開催した。	 

(A)平成 24 年 2 月

11 日	 

(B)皇居周回コー

ス	 

(C)７人	 

(D)一般ラン

ナー	 

(E)３３９人	 

５５６	 

・「市民ランナー交流セミナ

ー」の一環として、シンポ

ジウム「大都市マラソンに

期待すること」を開催し

た。	 

(A)平成 24 年 2 月

11 日	 

(B)日本大学経済

学部	 

(C)７人	 

(D)一般ラン

ナー	 

(E)４０人	 

２５３	 

講習会・セミ

ナー・各種ス

ポーツ教室

の企画運営

とその開催

に関する事

業	 

・「ＪＳＩＥマラソン完走教

室」を開催した。	 

(A)平成 23 年 5 月

18 日～平成 24

年 3 月 28 日の

間、毎週水曜

日	 

(B)ランステ麹町

および皇居周

回コース	 

(C)２人	 

(D)一般ラン

ナー	 

(E)６７人	 

	 （延人数：	 

	 ２６８人）	 

２１０	 



海外の国や

州のみなら

ず、各地域の

スポーツク

ラブとの交

流支援事業	 

・メルボルンマラソン日本事

務局とし、参加者と現地ラ

ンナーとの交流会を実施

した。	 

(A)	 平成 22 年 10

月 9 日、10 日	 

(B)	 オーストラ

リア・メルボ

ルン	 

(C)	 ３人	 

(D)メルボル

ンマラソ

ン参加者	 

(E)５０人	 

４９	 

海外、特に地

域規模の大

会、トレーニ

ング、視察な

どのスポー

ツ交流のた

めの情報収

集と伝達	 

・「アラフラゲーム・アジア

地区代表者会議」に出席し

て、大会運営に関する討議

および情報収集を行った。	 

(A)平成 23 年 12

月 8 日	 

(B)台湾・台北	 

(C)１人	 

(D)大会に参

加しよう

とする人	 

(E)不特定多

数	 

０	 

・メルボルンマラソン日本事

務局を担当し、参加者の募

集を行った。	 

(A)平成 23 年 4 月

1 日～9 月 30

日	 

(B)メルボルンマ

ラソン日本事

務局	 

(C)２人	 

(D)メルボル

ンマラソ

ン参加者	 

(E)５０人	 

１７９２	 海外派遣の

た め の 企

画・運営事業	 

・アラフラゲームへの参加者

拡大を図るために「アラフ

ゲームズ選手派遣委員会」

を設立し、関係スポーツ団

体への働きかけを行った。	 

(A)平成 24 年 1 月

1 日～平成 24

年 3 月 31 日	 

(B)千葉事業所等	 

(C)８人	 

(D)大会に参

加しよう

とする人	 

(E)不特定多

数	 

０	 

	 

	 

(2)	 その他の事業	 

実施しなかった。	 


